
先天性血液凝固因子障害等に係る医療費用交付規則 

 

（目的） 

第一条 この規則は，先天性血液凝固因子障害等の患者に対し，先天性血液凝固因子障害

等の医療に要する費用を毎年度予算の範囲内で交付し，先天性血液凝固因子障害等の患

者の医療負担の軽減を図り，当該患者の精神的及び身体的な不安を解消することを目的

とする。 

 

（定義） 

第二条 この規則において「先天性血液凝固因子障害等」とは，先天性血液凝固因子欠乏

症のうち知事が定めるもの及び血液凝固因子製剤の投与に起因する感染症をいう。 

（平一九規則五九・一部改正） 

 

（受給の対象者） 

第三条 先天性血液凝固因子障害等の医療に要する費用の交付を受けることができる者

（以下「受給者」という。）は，年齢が二十歳以上の県内に住所を有する者のうち，医療

機関（健康保険法（大正十一年法律第七十号）に規定する指定訪問看護事業者並びに介

護保険法（平成九年法律第百二十三号）に規定する指定居宅サービス事業者（同法に規

定する訪問看護を行うことができる者に限る。）及び同法に規定する指定介護予防サービ

ス事業者（同法に規定する介護予防訪問看護を行うことができる者に限る。）を含む。以

下同じ。）において先天性血液凝固因子障害等に係る医療保険各法（健康保険法，船員保

険法（昭和十四年法律第七十三号），私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四

十五号），国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号），国民健康保険法（昭

和三十三年法律第百九十二号）及び地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五

十二号）をいう。以下同じ。）若しくは高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年

法律第八十号）に規定する医療に関する給付を受けている者又は介護保険法に規定する

訪問看護，訪問リハビリテーション，居宅療養管理指導，介護療養施設サービス，介護

予防訪問看護，介護予防訪問リハビリテーション，介護予防居宅療養管理指導若しくは

介護医療院サービスを受けている者であって，医療保険各法に規定する被保険者若しく

は被扶養者又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者（法令の規定によ

り，国又は地方公共団体の負担による医療の給付が行われる者を除く。）とする。ただし，

知事が特に必要と認めた場合には，この限りでない。 

（平一九規則五九・平二〇規則七〇・平二一規則一五・一部改正） 

 

（認定） 

第四条 受給者となろうとする者は，知事の認定を受けなければならない。 



２ 前項の認定を受けようとする者は，先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請

書（様式第一号）を知事に提出しなければならない。 

３ 前項の先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書には，次に掲げる書類を添

付しなければならない。 

一 診断書その他先天性血液凝固因子障害等の患者であることを証する書類 

二 その他知事が別に定める書類 

４ 知事は，第二項に規定する申請があったときは，その内容を審査し，受給者と認定し

たときは，先天性血液凝固因子障害等医療受給者証（様式第二号。以下「受給者証」と

いう。）を交付し，受給者と認定しなかったときは，理由を付してその旨を通知するもの

とする。 

（平一九規則五九・平二六規則四八・一部改正） 

 

（有効期間） 

第五条 前条第一項に規定する認定の有効期間は，一年以内とする。 

２ 前項に規定する認定の有効期間（当該認定の有効期間についてこの項の規定により更

新を受けたときにあっては，当該更新を受けた認定の有効期間）の満了後引き続き当該

認定に係る受給者となろうとする受給者は，認定の有効期間の更新を受けなければなら

ない。 

３ 前条の規定は，前項に規定する認定の有効期間の更新を受けようとする受給者につい

て準用する。 

（平一九規則五九・一部改正） 

 

（認定の取消し） 

第六条 知事は，受給者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは，受給者の

認定を取り消すものとする。 

一 死亡その他の理由により先天性血液凝固因子障害等の医療の必要がなくなったとき。 

二 県外へ転出（住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第十五条の三第一項に

規定する転出をいう。）をしたとき。 

三 その他知事が必要と認めるとき。 

 

（受給者証の返還） 

第七条 前条各号のいずれかに該当することとなった者は，受給者証を添えて，先天性血

液凝固因子障害等医療受給者証返還届（様式第三号）を知事に提出しなければならない。 

（平一九規則五九・一部改正） 

 

（受給者証の書換え） 



第八条 受給者は，受給者証に記載された氏名，住所又は医療保険を変更したときは，受

給者証を添えて，速やかに受給者証記載事項変更届（様式第四号）を知事に提出し，受

給者証の書換えを受けなければならない。 

２ 受給者は，先天性血液凝固因子障害等の医療を受ける医療機関を変更し，又は追加し

ようとするときは，受給者証の書換えを受けなければならない。 

３ 第四条（第三項を除く。）の規定は，前項の書換えを受けようとする受給者について準

用する。 

（平一九規則五九・一部改正） 

 

（受給者証の再交付） 

第九条 受給者は，受給者証を破り，汚し，又は失ったときは，受給者証の再交付を申請

することができる。 

２ 前項の規定による申請をしようとする受給者は，受給者証再交付申請書（様式第五号）

を知事に提出しなければならない。 

３ 前項の受給者証再交付申請書には，受給者証を破り，又は汚した受給者にあっては，

当該受給者証を添付しなければならない。 

 

（受給者証の提示） 

第十条 受給者は，受給者証に記載されている医療機関において先天性血液凝固因子障害

等の医療を受けようとするときは，受給者証を提示しなければならない。 

（平一九規則五九・旧第十一条繰上） 

 

（費用の交付） 

第十一条 先天性血液凝固因子障害等の医療に要する費用は，受給者が前条に規定する医

療を受ける医療機関に対して交付する。ただし，知事が別に定める場合には，受給者か

らの請求に基づき，当該受給者に対して交付する。 

２ 前項ただし書の規定による請求をしようとする受給者は，請求書（様式第六号）を知

事に提出しなければならない。 

３ 知事は，第一項ただし書の規定による請求があったときは，その内容を審査の上，支

払うものとする。 

（平一九規則五九・旧第十二条繰上・一部改正） 

 

（書類の経由） 

第十二条 この規則の規定により知事に提出する書類は，受給者又は受給者となろうとす

る者の住所地を所管する保健所長を経由するものとする。 

（平一九規則五九・旧第十三条繰上） 



 

（委任） 

第十三条 この規則に定めるもののほか，交付する額，支給方法その他この規則の施行に

関し必要な事項は，知事が別に定める。 

（平一九規則五九・旧第十四条繰上） 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成十二年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に，この規則に規定する先天性血液凝固因子障害等に係る医療に要

する費用の交付に相当するものに関し知事に提出されている書類及び知事がした認定等

は，この規則の規定中にそれらに相当する規定がある場合には，この規則の相当の規定

によるものとみなす。 

 

附 則（平成一九年規則第五九号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成十九年四月一日から施行し，改正後の先天性血液凝固因子障害等に

係る医療費用交付規則第三条の規定は，平成十八年四月一日から適用する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日において現に交付されている改正前の様式第二号による受給者証

は，当分の間，改正後の様式第二号によるものとみなす。 

（申請等の受理の特例に関する条例に基づき市町村が受理する申請等の範囲を定める規則

の一部改正） 

３ 申請等の受理の特例に関する条例に基づき市町村が受理する申請等の範囲を定める規

則（平成十二年宮城県規則第六十五号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

 

附 則（平成二〇年規則第七〇号） 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行し，改正後の先天性血液凝固因子障害等に係る医療費

用交付規則の規定は，平成二十年四月一日から適用する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に，改正前の先天性血液凝固因子障害等に係る医療費用交付規則（以

下「旧規則」という。）の規定によりなされた手続，処分その他の行為でこの規則の施行

の際現に効力を有するものは，改正後の先天性血液凝固因子障害等に係る医療費用交付



規則（以下「新規則」という。）の規定によりなされた手続，処分その他の行為とみなす。 

３ 旧規則の規定による様式第一号，様式第二号及び様式第六号は，当分の間，新規則の

規定によるものとみなす。 

 

附 則（平成二一年規則第一五号） 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の先天性血液凝固因子障害等に係る医療費用交付規則の規定による様式第六号

で取扱い上著しく支障のないものについては，当分の間，改正後の先天性血液凝固因子

障害等に係る医療費用交付規則の規定によるものとみなす。 

 

附 則（平成二六年規則第四八号） 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の先天性血液凝固因子障害等に係る医療費用交付規則の規定による様式第二号

で取扱い上著しく支障のないものについては，当分の間，改正後の先天性血液凝固因子障

害等に係る医療費用交付規則の規定によるものとみなす。 

 

附 則（平成三十年規則第四十号） 

（施行期日） 

この規則は，公布の日から施行する。 

 

附 則（令和四年規則第三十六号） 

（施行期日） 

この規則は，公布の日から施行する。 

 


